

コミュニティ助成(一般コミュニティ助成事業)選考申請別紙

における審査基準及び留意事項

選考申請書類をもとに、実施主体、対象、実施内容の３つの基準で審査します。
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	内容
	得点

	実施主体
	複数の自治会等で組織した団体
	２

	
	自治会(区、町内会、自治会)等単独
	１

	
対象
(受益者の範囲)
	実施団体の会員以外も含む(イベントの実施等で実施主体の会員以外も含む)
	３

	
	実施団体(組織した団体)の会員のみ
	２

	
	実施団体(自治会等単独)の会員のみ
	１

	実施内容
	新規事業の実施のための新規備品購入※
例：自治会業務のスリム化、ICT化、新規イベント等
	６

	
	行事等に使用する備品の整備(修繕等を含む)
例：祭りで使用する山車の修繕、買い替え、備品の追加購入等
	３

	
	既存備品の整備
例：自治会集会所の備品整備
	２


※実施予定の事業が複数ある場合、主となる事業が新規に実施される場合を新規事業とみなします。なお、主となる事業にあたるかは、実施内容や購入備品の金額等を総合して判断します。
	
【実施主体について】
　〇複数の自治会等で組織した団体(例えば連合会など)が採択された場合は、関係団体すべてを
採択団体とみなします。

【申請団体選出方法について】
　〇選考申請書類をもとに順位づけをし、申請団体を決定します。
(応募のあった団体の運営状況や公平性を鑑み、総合的に判断します。)
〇得点が同点だった場合には抽選等により決定します(欠席の場合は職員代理で行います)。

【過去に不採択及び採択実績がある場合の申請について】
〇申請団体に決定し、自治総合センターへ申請後、不採択となった場合は、次年度再申請はできません。(例：令和９年度実施分(令和８年度申請)に申請し不採択となった場合、令和１１年度実施分(令和１０年度申請)から再度申請が可能です)

〇過去５年間において、採択された実施主体や関係団体が別事業を実施する場合は申請可能ですが、申請状況によっては、公平性を鑑み優先順位は劣後します。

